
その他参考資料  
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内臓脂肪症候群（メタ削ン和‾ム）の疾鯛念の  

～ 脳卒中や心疾患の発症を予防する椚ギ脚】一二二＿   



同じ腹囲（86cm）ですがCTで見ると  

皮下脂肪型肥満  

内臓脂肪 50。m2  
皮下脂肪149。m2  

195 cm2 

皮下脂肪119。m2  

健康診断データ   

異常なし  治療中   

出典：日立健康管理センター資料  
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内臓脂肪症候群（メタボりヤクシンドローム）を  

標的とした対策が有効と考えられる3つの根拠  
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特定健康診査等の円滑な実施に向けた手引き  
その他、詳細な事務の取扱等については、「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に  
向けた手引き」に記載しているので、厚生労働省ホームページを参照願いたい。  
http：／／www．mhJw．goJp／bunya／shaka  hosho／iryouseidoOl／infoO3d．htm）  
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